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※ 当 金 庫 ホ ー ム ペ ー ジ に て 「 未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 」 新 設 の お 知 ら せ を 掲 示 し

て お り ま す が 。 改 め て お 客 さ ま へ ご 案 内 申 し 上 げ ま す 。  

 

未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 引 き 落 し 対 象 と な る の は 、 ど の よ う な 口 座 で す か ？  

最 後 の 預 入 れ ま た は 払 戻 し か ら 2 年 以 上 、 お 取 引 が な い 普 通 預 金 口 座 （ 定 期

性 総 合 口 座 を 含 む ）、貯 蓄 預 金 口 座 の 口 座 残 高 10 ,000 円 未 満 が 対 象 と な り ま

す 。  

※ 当 該 手 数 料 は 、 年 間 1,320 円 （ 税 込 み ） と な り ま す 。  
 

※ な お 、 以 下 の 場 合 は 適 用 対 象 外 と な り ま す 。  

① 対 象 口 座 の 残 高 が 10,000 円 以 上 で あ る 場 合  

② 同 一 支 店 で 融 資 取 引 （ カ ー ド ロ ー ン 契 約 を 含 む ） が あ る 場 合  

③ 同 一 支 店 で 他 の 金 融 資 産 （ 定 期 性 預 金 、 保 険 、 投 資 信 託 等 ） の お 取 引 が

あ る 場 合  
 

※ な お 、 対 象 と な る 普 通 預 金 の 決 算 利 息 の 入 金 、 未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 引

き 落 と し は 「 入 出 金 取 引 」 に 含 み ま せ ん 。  
 

※ 詳 細 に つ い て は 、 お 取 引 の 店 舗 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

未 利 用 口 座 に 該 当 す る 場 合 、 案 内 は あ り ま す か ？  

お 客 様 の 口 座 が 未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 対 象 と な っ た 場 合 、 お 届 け の ご 住 所

に 「 預 金 口 座 ご 確 認 の お 願 い と 、 未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 口 座 振 替 予 定 に つ

い て 」 を ご 郵 送 さ せ て い た だ き ま す 。  
 

※ な お 、「 ご 案 内 」（ ハ ガ キ ） が 延 着 ま た は 到 着 し な か っ た 場 合 で も 、 通 常 到

達 す べ き 時 に 到 達 し た も の と し て 取 扱 い い た し ま す 。  

※「 ご 案 内 」（ ハ ガ キ ）に つ い て は 、初 回 の み ご 郵 送 さ せ て い た だ き 、 2 回 目

以 降 の 引 き 落 と し に つ い て は 、 ご 郵 送 い た し ま せ ん 。  

 

 

 

 

 

未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 は い つ 引 き 落 と し さ れ ま す か ？  

「 ご 案 内 」 送 付 後 、 一 定 期 間 （ 約 3 ヶ 月 ） 経 過 し て も 対 象 口 座 を ご 利 用 ま た

は 解 約 さ れ な か っ た 場 合 、本 手 数 料 を 毎 年 1 回 引 き 落 し さ せ て い た だ き ま す 。 
 

※ 引 落 日 は 、 15 日 （ 15 日 が 休 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ） に 引 き 落 し さ せ て い た

だ き ま す 。  
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口 座 残 高 が 、 未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 1,320 円 以 下 の 場 合 は ど う な り ま す

か ？  

口 座 残 高 を 未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 と し て 引 き 落 し た う え で 、 引 き 落 し 日 の 翌

月 15 日 （ 15 日 が 休 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ）に 当 該 口 座 を 解 約 さ せ て い た だ き

ま す 。  

（ 口 座 残 高 以 上 の ご 負 担 は ご ざ い ま せ ん 。 ま た 、 口 座 解 約 に つ い て の 「 ご 案

内 」 は い た し ま せ ん 。）  
 

※ な お 、 解 約 と な っ た 口 座 は 再 利 用 で き ま せ ん 。 ま た 、 当 該 手 数 料 の 返 金 は

致 し か ね ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。  

 

未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 対 象 と な ら な い よ う に す る に は ど う す れ ば 良 い で す

か ？  

手 数 料 引 落 予 定 （ 前 日 ） ま で に 、 対 象 口 座 へ の 入 金 ・ 出 金 、 ま た は 解 約 を お

願 い し ま す 。  

 

残 高 が 0 円 の 口 座 で す が 、 来 店 し て 解 約 手 続 き が 必 要 で す か 。  

未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の ご 案 内 ハ ガ キ に 記 載 さ れ て い る 残 高 0 円 の 口 座 は 自

動 解 約 の 対 象 口 座 と な り ま す 。 解 約 の 手 続 き は 必 要 あ り ま せ ん 。 通 帳 ・ キ ャ

ッ シ ュ カ ー ド 等 ご 不 要 で あ れ ば 廃 棄 く だ さ い 。  

 

18 歳 未 満 の 未 成 年 の 口 座 も 対 象 で す か ？  

未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 対 象 口 座 と な り ま す 。（ ご 年 齢 で の 制 限 は ご ざ い ま せ

ん 。）  

 

口 座 名 義 人 が 死 亡 し て い ま す 。 ど の よ う に す れ ば 良 い で す か ？  

死 亡 の 事 実 が 確 認 で き る 書 類 （ 除 籍 謄 本 、 死 亡 診 断 書 、 法 定 相 続 情 報 一 覧 図

等 ）、来 店 者 さ ま が 相 続 人 で あ る と 確 認 で き る 書 類（ 戸 籍 謄 本 等 ）を ご 用 意 い

た だ き 、 通 帳 、 相 続 人 さ ま の 実 印 、 印 鑑 証 明 書 （ 当 金 庫 と お 取 引 が あ る 場 合

は お 取 引 印 ）、相 続 人 さ ま の 本 人 確 認 書 類（ 顔 写 真 の な い 場 合 は 2 種 類 ）を ご

持 参 く だ さ い 。  

相 続 人 さ ま で は な い 代 理 人 さ ま が ご 来 店 す る 場 合 は 、 相 続 人 さ ま か ら の 委 任

状 、 代 理 人 さ ま の 本 人 確 認 書 類 を ご 持 参 く だ さ い 。  

但 し 、 未 利 用 口 座 管 理 手 数 料 の 対 象 口 座 の ほ か に お 取 引 口 座 が あ る 場 合 は 、

通 常 の 相 続 手 続 き と な る 場 合 が あ り ま す 。  

 

 


